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教職員の働き方改革に係る留守番電話の設置について（お知らせ） 

余寒の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、

日頃より本校の教育活動にご支援とご協力をいただき誠にありがとうございます。 

さて、岩手県教育委員会では「学校における働き方改革」を進めるために、「岩手県

教職員働き方改革プラン」を制定し教職員の勤務負担軽減と健康確保等に取り組ん

でいるところです。本校におきましても、教職員の長時間勤務の解消が喫緊の課題と

なっていることから、留守番電話を設置し、勤務時間外の電話対応をなくすことで、教

職員の負担軽減を図ることとしました。 

つきましては、下記のとおり運用を進めますので、ご理解の上ご協力をよろしくお願

いします。 

尚、留守番電話は矢巾町内の全小中学校で設置し、同様に運用されますが、矢巾

北中学校の運用時期は未定です。 

 

記 

 

１．留守番電話設定時間  

（１）平 日・・・・・１８時３０分～翌日の７時２０分 

＊本校の勤務時間は、８時１５分より１６時４５分までです。 

教職員の退庁時刻により、１８時３０分より早まる場合があります。 

＊長期休業中は１６時４５分より翌日の８時までです。 

（２）休 日・・・・・終日（土曜日、日曜日、祝日、学校閉庁日） 

 

２．運用開始日 

令和４年２月２１日（月）より 

 

３．緊急時の対応 

留守番電話設定時間中に、児童に係ること等で緊急に学校に連絡しなければなら

ない場合は、学校連絡網「新型コロナの報告はこちら」をご利用ください。（コロナ関連

と関係のないことでも大丈夫です） 
お問い合わせ 

 副校長：６９７－３１６０ 


